
報告第１５号 

   専決処分した事件の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、損害賠償の額の決定について下記調書のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

  平成２９年１０月２０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

損害賠償額決定調書 

 

専決処分年月日 決 定 額 相 手 方 事 件 の 概 要  

平成29年9月13日 

 

154,008円 足立区青井在住者 平成29年4月10日午前10

時30分頃、足立区青井

のごみ集積所におい

て、清掃車（小型プレ

ス車）にごみ袋を積み

込んだ際、ごみ袋に混

入していた食用油のペ

ットボトルが荷箱の圧

縮動作により破裂した

ことで、油が飛散し、

相手方の駐車場コンク

リート床面及び隣境界

ブロックを汚損した。 

 


